
 

 

経済産業省 

 

２０２２０２２６貿局第１号 

輸出注意事項２０２２第３号 

経済産業省貿易経済協力局 

 

「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２第１１号）の一部を改正する

通達を次のとおり制定する。 

 

令和４年２月２６日 

 

 

経済産業省貿易経済協力局長 飯田 陽一 

 

 

「輸出貿易管理令の運用について」の一部を改正する通達について 

 

 

「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２第１１号）の一部を別紙の新

旧対照表のとおり改正する。 

 

附 則 

１ この通達は、令和４年３月５日から施行する。 

２ この通達の施行前に改正前の通達の規定に基づき行われた許可申請であって、この通達の施行時点で許可する

かどうかが決定していないものについては、なお従前の例により取り扱うものとする。 

 



1 

 

（別紙） 

「輸出貿易管理令の運用について」の一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２第１１号） 

改 正 後 現 行 

別表第１ （略） 

別紙 （略） 

１・２ （略） 

（注）「い地域①」から「り地域」までの各地域とは、それぞれの地域名の欄におい

て丸印を付した項に該当する左欄に掲げる国・地域をいう。 

国・地域 
地域名 

い地域①～へ地域 と地域① と地域② ち地域 り地域 

（略） （略） 

ロシア （略） （削除） （削除） ○  

（略） （略） 
 

別表第１ （略） 

別紙 （略） 

１・２ （略） 

（注）「い地域①」から「り地域」までの各地域とは、それぞれの地域名の欄におい

て丸印を付した項に該当する左欄に掲げる国・地域をいう。 

国・地域 
地域名 

い地域①～へ地域 と地域① と地域② ち地域 り地域 

（略） （略） 

ロシア （略） ○ ○ （新設）  

（略） （略） 
 

 



 

 

経済産業省 

 

２０２２０２２６貿局第１号 

輸出注意事項２０２２第３号 

経済産業省貿易経済協力局 

 

「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」（平成２

４年４月２日付け輸出注意事項２４第１８号）の一部を改正する通達を次のとおり制定する。 

 

令和４年２月２６日 

 

 

経済産業省貿易経済協力局長 飯田 陽一 

 

 

「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等につい

て」の一部を改正する通達について 

 

 

「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」（平成２

４年４月２日付け輸出注意事項２４第１８号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 

 

附 則 

１ この通達は、令和４年３月５日から施行する。 

２ この通達の施行前に改正前の通達の規定に基づき行われた許可申請であって、この通達の施行時点で許可する

かどうかが決定していないものについては、なお従前の例により取り扱うものとする。 

 



1 

 

（別紙） 

「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」の一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」（平成２４年４月２日付け輸出注意事項２４第１８号） 

改 正 後 現 行 

別表３ 国及び地域区分の対照表 

        地域名 

国・地域名 

地域名 

い地域①～へ地域 と地域① と地域② ち地域 り地域 

（略） （略） 

ロシア （略） （削除） （削除） ○  

（略） （略） 
 

別表３ 国及び地域区分の対照表 

        地域名 

国・地域名 

地域名 

い地域①～へ地域 と地域① と地域② ち地域 り地域 

（略） （略） 

ロシア （略） ○ ○ （新設）  

（略） （略） 
 

 



 

 

経済産業省 

 

２０２２０２２６貿局第１号 

輸出注意事項２０２２第３号 

経済産業省貿易経済協力局 

 

「包括許可取扱要領」（平成１７年２月２５日付け輸出注意事項１７第７号）の一部を改正する通達を次のとお

り制定する。 

 

令和４年２月２６日 

 

 

経済産業省貿易経済協力局長 飯田 陽一 

 

 

「包括許可取扱要領」の一部を改正する通達について 

 

 

「包括許可取扱要領」（平成１７年２月２５日付け輸出注意事項１７第７号）の一部を別紙の新旧対照表のとお

り改正する。 

 

附 則 

１ この通達は、令和４年３月５日から施行する。 

 



1 

 

（別紙） 

「包括許可取扱要領」の一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○「包括許可取扱要領」（平成１７年２月２５日付け輸出注意事項１７第７号） 

改 正 後 現 行 

「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３３２

号・輸出注意事項６２第１１号）別表第１の別紙の注抜粋） 

        地域名 

国・地域名 

地域名 

い地域①～へ地域 と地域② ち地域 り地域 

（略） （略） 

ロシア （略） （削除） ○  

（略） （略） 
 

「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３３２

号・輸出注意事項６２第１１号）別表第１の別紙の注抜粋） 

        地域名 

国・地域名 

地域名 

い地域①～へ地域 と地域② ち地域 り地域 

（略） （略） 

ロシア （略） ○ （新設）  

（略） （略） 
 

 

 


